
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
旅
券
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

六

告

示

○
公
金
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
件

六

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

六

公

告

○
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
件

七

○
肥
料
の
登
録
事
項
に
変
更
が
あ
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

七

○
肥
料
の
登
録
が
失
効
し
た
件

八

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件
七
件

八

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

○
公
金
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
件

一
一

福
島
県
監
査
委
員

○
監
査
公
表
二
件

一
二

福
島
県
労
働
委
員
会

○
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
と
し
て
委
嘱
し
た
件

一
六

規

則

福
島
県
旅
券
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
二
号

福
島
県
旅
券
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

福
島
県
旅
券
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
福
島
県
規
則

第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
須
賀
川
市
」
を
「
別
表
に
掲
げ
る
市
町
村
の
い
ず
れ
か
」
に
、
「
同
市
」
を
「
当
該
市

町
村
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
る
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表
（
第
三
条
関
係
）

須
賀
川
市

鏡
石
町

天
栄
村

石
川
町

玉
川
村

平
田
村

浅
川
町

古
殿
町

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
際
課
旅
券
室
）

告

示

福
島
県
告
示
第
三
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
収
納
の
事
務
を
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

令
和
元
年
五
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容

福
島
県
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
診
療
費
等
の
収
納
の
事
務

二

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
二
丁
目
九
番
地

三

収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
児
童
家
庭
課
）

福
島
県
告
示
第
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
二
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
元
年

五
月
十
日
か
ら
同
年
六
月
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島

県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
総
務
課
市
民
情
報

室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
日

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

い
ち
い
信
夫
ヶ
丘
店
・
平
成
や
お
や
福
島
東
店

福
島
県
福
島
市
矢
倉
下
五
番
地
外

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

廃
棄
物
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

廃
棄
物
の
発
生
抑
制
に
努
め
、
再
資
源
化
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
再
資
源
化
ル
ー
ト
を
利

用
し
極
力
再
生
利
用
を
行
う
こ
と
。
事
業
活
動
に
伴
っ
て
発
生
し
た
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
事
業

者
の
責
任
に
お
い
て
適
正
に
処
理
し
、
廃
棄
物
の
保
管
・
運
搬
に
あ
た
っ
て
は
飛
散
防
止
な
ど
の

周
辺
環
境
の
保
全
に
努
め
、
苦
情
等
の
問
題
が
発
生
し
た
場
合
は
、
早
急
か
つ
誠
意
あ
る
対
応
を

行
う
こ
と
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

公

告

公
告
第
八
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
肥
料
の

登
録
の
有
効
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
し
た
。

令
和
元
年
五
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

登
録
番
号

肥
料
の

肥
料
の

保
証
成
分
量

(％
)
そ
の
他

氏
名
又

住
所

更
新
し

(福島
県

)種
類

名
称

の
規
格

は
名
称

た
登
録

窒
素

り
ん

加
里

の
有
効

全
量

酸
全

全
量

期
限

量

８
１
６

混
合
有

混
合
有

5.0

4.0

－
含
有
を

片倉コ

ー

東
京

令
和
４

機
質
肥

機
５
４

許
さ
れ

プ
ア
グ

都
千

年
５
月

料
０
特
号

る
有
害

リ
株
式

代
田

27日
成
分
の

会
社

区
九

最
大
量

段
北

及
び
そ

一
丁

の
他
の

目
８

制
限
事

番

10

項
は

号
、

公
定
規

格
の
と

お
り
。

（
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
）

公
告
第
九
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
生
産
す
る
事
業
場
及
び
所
在
地
、
保
管
す
る
施
設
の
所
在
地
並
び
に
生
産
工
程
に
変

更
が
あ
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
五
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

登
録
番
号

肥
料
の

肥
料
の

変
更
し
た

変
更
し
た
事
項

氏
名
又
は

住
所

（福
島
県

）

種
類

名
称

年
月
日

名
称

変
更
後

変
更
前

２
炭
酸
カ

53.0炭
平
成

31年
生
産
す
る
事
業
場

旭
鉱
末
株

東
京
都
台

ル
シ
ウ

酸
カ
ル

３
月
18日

の
名
称
及
び
所
在

式
会
社

東
区
上
野

ム
肥
料

シ
ウ
ム

地
桜
木
一
丁

肥
料

目
13番

２
旭
鉱
末

－
号

株
式
会

社
神
俣

工
場

福
島
県

田
村
市

滝
根
町

神
俣
字

中
広
土

1
1
5
番

地
の
追

加保
管
す
る
施
設
の

所
在
地

福
島
県

－
田
村
市

滝
根
町

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
神
俣
字

中
広
土

1
1
5
番

地
の
追

加

生
産
工
程

神
俣
工

－
場
生
産

工
程
の

追
加

（
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
）

公
告
第
十
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
登
録
は
失

効
し
た
。

令
和
元
年
五
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

登
録
番
号

肥
料
の

肥
料
の

保
証
成
分
量

(％
)
そ
の
他

氏
名
又

住
所

失
効

(福島
県

)種
類

名
称

の
規
格

は
名
称

年
月
日

ア
ル
カ
リ
分

７
２
１

炭
酸
カ

53.0炭

53.0

そ
の
他

福
島
石

東
京

平
成
31

ル
シ
ウ

酸
カ
ル

の
制
限

灰
株
式

都
文

年
３
月

ム
肥
料

シ
ウ
ム

事
項
は

､会
社

京
区

18日
肥
料

公
定
規

向
丘

格
の
と

２
丁

お
り

。

目
８

番
14

号

（
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
）

公 告 第 １ １ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 及 び 処 分 業 務

（ コ ン ポ ス ト 化 ） の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方
公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。
以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ）
第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 元 年 ５ 月 10日
福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長 手 塚 孝 良

１ 随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 予 定 数 量
脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 及 び 処 分 業 務 （ コ ン ポ ス ト 化 ） １ 号 2 , 5 0 0ｔ

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 福 島 県 福 島 市 鎌 田 字 一 本 松 43番 地

３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日
平 成 31年 ２ 月 ８ 日

４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所
サ ン ト ー マ ス 株 式 会 社 福 島 県 二 本 松 市 下 川 崎 字 三 界 山 33番 地

５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額
19 , 7 6 4円 （ １ ｔ 当 た り ）

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
随 意 契 約

７ 随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由
特 例 政 令 第 11条 第 １ 項 第 １ 号 該 当

（ 総 務 課 ）

公 告 第 １ ２ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 脱 水 汚 泥 処 分 業 務 （ コ ン ポ ス ト

化 ） の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物
品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政
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令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第
１ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 元 年 ５ 月 10日
福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長 手 塚 孝 良

１ 随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 予 定 数 量
脱 水 汚 泥 処 分 業 務 （ コ ン ポ ス ト 化 ） ３ 号 3 , 1 0 0ｔ

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 福 島 県 福 島 市 鎌 田 字 一 本 松 43番 地

３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日
平 成 31年 ２ 月 ８ 日

４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所
日 本 環 境 株 式 会 社 東 京 都 港 区 浜 松 町 二 丁 目 １ 番 16号

５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額
15 , 4 4 4円 （ １ ｔ 当 た り ）

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
随 意 契 約

７ 随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由
特 例 政 令 第 11条 第 １ 項 第 １ 号 該 当

（ 総 務 課 ）

公 告 第 １ ３ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 脱 水 汚 泥 処 分 業 務 （ セ メ ン ト 化 ）

の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等
又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」
と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項
の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 元 年 ５ 月 10日
福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長 手 塚 孝 良

１ 随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 予 定 数 量
脱 水 汚 泥 処 分 業 務 （ セ メ ン ト 化 ） １ 号 4 , 5 0 0ｔ

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 福 島 県 福 島 市 鎌 田 字 一 本 松 43番 地

３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日
平 成 31年 ２ 月 28日

４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所
太 平 洋 セ メ ン ト 株 式 会 社 東 京 都 港 区 台 場 二 丁 目 ３ 番 ５ 号

５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額
14 , 0 4 0円 （ １ ｔ 当 た り ）

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
随 意 契 約

７ 随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由
特 例 政 令 第 11条 第 １ 項 第 １ 号 該 当

（ 総 務 課 ）

公 告 第 １ ４ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 業 務 （ セ メ ン

ト 化 ） の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の
物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例
政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11
第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 元 年 ５ 月 10日
福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長 手 塚 孝 良

１ 随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 予 定 数 量
脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 業 務 （ セ メ ン ト 化 ） １ 号 3 , 0 0 0ｔ

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 福 島 県 福 島 市 鎌 田 字 一 本 松 43番 地

３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日
平 成 31年 ２ 月 28日

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所

開 発 運 輸 株 式 会 社 岩 手 県 大 船 渡 市 日 頃 市 町 字 中 板 用 45番 地 ８
５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額

10 , 8 0 0円 （ １ ｔ 当 た り ）
６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続

随 意 契 約
７ 随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由

特 例 政 令 第 11条 第 １ 項 第 １ 号 該 当
（ 総 務 課 ）

公 告 第 １ ５ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 及 び 処 分 業 務

（ 焼 却 又 は 埋 立 ） の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方
公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。
以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ）
第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 元 年 ５ 月 10日
福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長 手 塚 孝 良

１ 随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 予 定 数 量
脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 及 び 処 分 業 務 （ 焼 却 又 は 埋 立 ） ２ 号 1 , 2 0 0ｔ

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 福 島 県 福 島 市 鎌 田 字 一 本 松 43番 地

３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日
平 成 31年 ２ 月 ８ 日

４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 エ コ 計 画 埼 玉 県 さ い た ま 市 桜 区 田 島 八 丁 目 ４ 番 16号

５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額
32 , 4 0 0円 （ １ ｔ 当 た り ）

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
随 意 契 約

７ 随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由
特 例 政 令 第 11条 第 １ 項 第 １ 号 該 当

（ 総 務 課 ）

公 告 第 １ ６ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 脱 水 汚 泥 処 分 業 務 （ 焼 却 又 は 埋

立 ） の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物
品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政
令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第
１ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 元 年 ５ 月 10日
福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長 手 塚 孝 良

１ 随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 予 定 数 量
脱 水 汚 泥 処 分 業 務 （ 焼 却 又 は 埋 立 ） ３ 号 2 , 5 0 0ｔ

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 福 島 県 福 島 市 鎌 田 字 一 本 松 43番 地

３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日
平 成 31年 ２ 月 ８ 日

４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所
オ リ ッ ク ス 資 源 循 環 株 式 会 社 埼 玉 県 大 里 郡 寄 居 町 大 字 三 ヶ 山 313番 地

５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額
42 , 1 2 0円 （ １ ｔ 当 た り ）

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
随 意 契 約

７ 随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由
特 例 政 令 第 11条 第 １ 項 第 １ 号 該 当

（ 総 務 課 ）
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公 告 第 １ ７ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 業 務 の 委 託 に

つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定
役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第 372号 。 以下「特例政令」とい う 。 ）
第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ
り 公 告 す る 。

令 和 元 年 ５ 月 10日
福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長 手 塚 孝 良

１ 随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 予 定 数 量
脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 業 務 （ 焼 却 又 は 埋 立 ） ３ 号 2 , 5 0 0ｔ

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 福 島 県 福 島 市 鎌 田 字 一 本 松 43番 地

３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日
平 成 31年 ２ 月 ８ 日

４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 リ サ イ ク ル 事 業 団 埼 玉 県 吉 川 市 大 字 加 藤 629番 地 １

５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額
15 , 1 2 0円 （ １ ｔ 当 た り ）

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
随 意 契 約

７ 随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由
特 例 政 令 第 11条 第 １ 項 第 １ 号 該 当

（ 総 務 課 ）
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監 査 公 表 第 １ 号
平 成 31年 ２ 月 19日 監 査 公 表 第 １ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 12項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次 の と お り 措 置 状 況
の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

令 和 元 年 ５ 月 10日
福 島 県 監 査 委 員 長 尾 ト モ 子
福 島 県 監 査 委 員 古 市 三 久
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 ● 家 惣 一 郎

3 0 財 第 2 8 0 3 号
平 成 31年 ３ 月 27日

福 島 県 監 査 委 員 長 尾 ト モ 子
福 島 県 監 査 委 員 古 市 三 久

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 ● 家 惣 一 郎

福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄 □印
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

平 成 31年 ２ 月 ４ 日 付 け 30福 監 第 259号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 12項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。

（ 別 紙 ）
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て

１ 監 査 対 象 機 関 農 業 総 合 セ ン タ ー
監 査 対 象 年 度 平 成 29年 度
監 査 実 施 年 月 日 平 成 30年 11月 20日

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
事 務 手 続 が 適 正 を 欠 い て い る た め 、 支 今 般 の 事 案 は 、 業 務 担 当 者 と 支 出 担 当

出事務に重大な影響を与えたものがある。 者 間 の 連 絡 確 認 が 不 徹 底 で あ っ た こ と 、
「 事 実 」 支 出 担 当 者 に よ る 支 出 の 進 行 管 理 が 不 十
下 記 の 支 出 事 務 及 び 物 品 購 入 事 務 に お 分 で あ っ た こ と 、 ま た 、 組 織 的 な チ ェ ッ

い て 、 担 当 者 間 の 連 絡 確 認 不 徹 底 な ど に ク が 不 十 分 で あ っ た こ と が 原 因 で す 。
よ り 支 払 手 続 が な さ れ ず 、 ま た 、 支 出 状 御 指 摘 の 事 項 に つ い て は 、 相 手 方 に 事
況 を 組 織 と し て 確 認 し な い ま ま 長 期 に わ 情 説 明 と 謝 罪 を 行 っ た 上 で 、 平 成 30年 ５
た り 未 払 い と な っ て い る 。 月 31日 ま で に 全 て の 支 払 処 理 を 行 い ま し
１ 平 成 26年 度 か ら 平 成 28年 度 ま で に た 。
実 施 し た オ リ ジ ナ ル 品 種 開 発 導 入 事 ま た 、 再 発 防 止 策 と し て 、 支 出 事 務 マ
業 （ リ ン ド ウ 新 品 種 育 成 現 地 試 験 ） ニ ュ ア ル を 作 成 の 上 、 平 成 31年 ２ 月 ４ 日
に 係 る 協 力 者 の 報 償 費 に つ い て 、 履 に 研 修 会 を 開 催 し 、 事 務 処 理 手 順 を 周 知
行 確 認 後 も 支 払 手 続 が な さ れ ず 、 ３ し ま し た 。
か 年 に わ た り 未 払 い と な っ て お り 、 今 後 は 、 四 半 期 ご と に 本 部 （ 各 部 室 ご
平 成 30年 １ 月 に 当 該 事 実 を 把 握 し 、 と ） 、 各 准 公 所 に お い て 、 業 務 担 当 者 と
同 年 ２ 月 13日 か ら 同 月 28日 の 間 に 全 支 出 担 当 者 間 で 双 方 の 補 助 簿 等 で 支 払 等
額 支 払 っ て い る 。 （ 各 年 度 ３ 名 、 計 の 確 認 を 行 う な ど 、 組 織 的 な チ ェ ッ ク 体
6 9 , 0 0 0円 、 ３ か 年 累 計 2 0 7 , 0 0 0円 ） 制 の 強 化 を 図 り 、 適 正 な 事 務 処 理 に 努 め

２ 試験研究用の蛍光灯購入について、 て ま い り ま す 。
物 品 購 入 調 書 に よ る 決 定 を 行 わ な い
ま ま 発 注 し 、 平 成 30年 ２ 月 ８ 日 に 納
品 請 求 を 受 け た が 、 そ の 後 の 請 求 書
等 の 紛 失 に 気 づ か な か っ た こ と か ら
支 払 手 続 が な さ れ ず 、 納 入 先 か ら の
問 合 せ を 受 け て 、 納 品 後 ３ か 月 以 上
経 過 し た 同 年 ５ 月 31日 に 本 庁 執 行 に
よ り 支 払 っ て い る 。 （ １ 件 、 39 , 5 28
円 ）

３ 農 業 短 期 大 学 校 で 平 成 30年 １ 月 22
日 に 実 施 し た 食 品 製 造 演 習 講 義 に 係

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
る 講 師 の 報 償 費 及 び 旅 費 に つ い て 、
履 行 確 認 後 も 支 払 手 続 が な さ れ ず 、
実 施 日 か ら ３ か 月 以 上 経 過 し た 同 年
５ 月 22日 に 本 庁 執 行 に よ り 支 払 っ て
い る 。 （ １ 件 、 報 償 費 18 , 6 0 0円 、 旅
費 325円 ）

「 是 正 、 留 意 ・ 改 善 の 意 見 」
財 務 事 務 の 執 行 に 当 た っ て は 、 事 務 処

理 手 順 を 職 員 に 周 知 徹 底 す る と と も に 、
組 織 内 の チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し 、 関 係 規
程 に 基 づ き 迅 速 か つ 適 正 に 行 う こ と 。

２ 監 査 対 象 機 関 喜 多 方 建 設 事 務 所
監 査 対 象 年 度 平 成 29年 度
監 査 実 施 年 月 日 平 成 30年 10月 31日

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
河 川 敷 占 用 料 の 調 定 事 務 に 著 し く 適 正 今 般 の 調 定 誤 り に つ い て は 、 新 橋 と 旧

を 欠 い て い る も の が あ る 。 橋 の 占 用 物 件 が 同 一 で あ る と 誤 認 し 、 旧
「 事 実 」 橋 と 同 じ 占 用 料 で 収 入 調 定 を 行 っ て い た
平 成 11年 ４ 月 に 甲 株 式 会 社 か ら 河 川 敷 こ と が 原 因 で す 。

占 用 料 を 新 規 に 徴 収 す る 際 、 占 用 許 可 の 御 指 摘 の 事 項 に つ い て は 、 相 手 方 に 事
目 的 物 で あ る 橋 が そ れ 以 前 に 架 け 替 え ら 情説明及び謝罪を行い、了承を得た上で、
れ て い た に も か か わ ら ず 、 許 可 内 容 の 確 平 成 25年 度 以 降 の 過 大 徴 収 分 の 河 川 敷 占
認 を 怠 り 、 架 け 替 え 前 の 許 可 内 容 で 占 用 用 料 に 還 付 加 算 金 を 加 え た 239 , 800円 を 返
料 を 算 定 し 、 そ の 後 も 誤 り に 気 付 か な い 還 し ま し た 。
まま平成 29年 度まで過大に調定している。 今 後 は 、 収 入 調 定 の 際 に 河 川 占 用 許 可
な お 、 当 該 事 実 が 判 明 し た 後 、 時 効 と 書 と 河 川 占 用 許 可 台 帳 の 内 容 の 突 合 を 必

な ら な い 平 成 25年 度 以 降 の 河 川 敷 占 用 料 ず 行 う と と も に 、 複 数 名 に よ る チ ェ ッ ク
に 還 付 加 算 金 を 加 え た 、 239 , 800円 を 返 還 を徹底し、再発防止に努めてまいります。
し て い る 。
「 是 正 、 留 意 ・ 改 善 の 意 見 」
河 川 敷 占 用 料 の 調 定 に 当 た っ て は 、 適

時 適 切 に 許 可 内 容 を 確 認 し 、 関 係 規 程 に
基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。

３ 監 査 対 象 機 関 富 岡 土 木 事 務 所
監 査 対 象 年 度 平 成 29年 度
監 査 実 施 年 月 日 平 成 30年 11月 13日

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
牽 制 体 制 が 機 能 し て お ら ず 、 支 出 事 務 今 般 の 事 案 に つ い て は 、 財 務 事 務 の 執
けん

に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。 行 に お い て 、 組 織 的 な 牽 制 体 制 が 機 能 し
けん

「 事 実 」 て い な か っ た こ と が 原 因 で す 。
昨 年 度 の 定 期 監 査 に お い て 、 著 し く 不 そ の 結 果 、 昨 年 度 の 定 期 監 査 で 指 摘 事

適 正 な 処 理 に よ り 指 摘 事 項 と さ れ た 支 出 項 と さ れ た 支 出 事 務 に お い て 、 再 発 防 止
事 務 に お い て 、 再 発 防 止 の た め に 講 じ る の た め に 講 じ る と し て い た 改 善 策 が 徹 底
と し て い た 改 善 策 が 徹 底 さ れ て お ら ず 、 さ れ ず 、 同 様 の 事 案 が 発 生 し 、 そ の 対 応
下 記 の と お り 同 様 の 事 案 が 発 生 し 、 そ の に も 適 正 を 欠 く こ と と な り ま し た 。
対 応 に も 適 正 を 欠 く な ど 、 組 織 に お け る １ 収 入 印 紙 に つ い て
財 務 執 行 上 の 管 理 ・ 統 制 が 機 能 し て い な 収 入 印 紙 代 金 の 支 払 い に つ い て 、
い 。 過 年 度 分 と し て 支 払 う べ き と こ ろ 、
１ 収 入 印 紙 に つ い て 平 成 30年 度 分 と し て 処 理 を 行 っ た 事
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⑴ 収 入 印 紙 の 購 入 に 当 た っ て 、 平 案 に つ い て は 、 事 務 処 理 の 経 過 が 分
成 29年 度 に 発 注 し た 11件 の う ち 、 か る よ う に 整 理 し た 経 過 報 告 書 を 支
７ 件 75 , 9 0 0円 に つ い て 決 裁 を 受 け 出 命 令 書 に 添 付 し た 上 で 、 是 正 を 行
て お ら ず 、 ま た 、 購 入 先 甲 か ら 請 い 、 平 成 31年 １ 月 17日 に 出 納 機 関 へ
求 及 び 督 促 が あ っ た に も か か わ ら 提 出 し 、 確 認 を 受 け ま し た 。
ず 、 年 度 内 に 支 払 手 続 を 行 っ て い 出 納 簿 に つ い て は 、 実 際 の 受 払 状
な い 。 況 を 確 認 し 、 上 記 事 案 と 同 様 に 経 過

⑵ 平 成 30年 度 に 上 記 収 入 印 紙 代 金 報 告 書 を 添 付 し た 上 で 、 平 成 30年 12
の 未 払 い が 判 明 し た 後 、 過 年 度 分 月 26日 に 出 納 機 関 の 審 査 、 確 認 を 受
と し て 支 払 う べ き と こ ろ 、 平 成 30 け ま し た 。
年 度 分 と し て 処 理 し 、 そ の 整 合 を 所 在 不 明 の 収 入 印 紙 に つ い て は 、
取 る た め 、 実 態 と は 異 な る 出 納 簿 財 務 規則 第 275条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ
を 整 理 し た 上 で 、 定 期 監 査 に 臨 ん く 事 故 報 告 を 行 い ま し た 。
で い る 。 ２ 書 籍 に つ い て

⑶ 上 記 の 収 入 印 紙 の う ち 、 1,600円 未 払 い の 書 籍 代 に つ い て は 、 業 者
分 が 所 在 不 明 と な っ て い る 。 に 謝 罪 す る と と も に 、 平 成 30年 11月

２ 書 籍 に つ い て 16日 に 支 払 い を 行 い ま し た 。
平成 28年度に購入した書籍１件 5,584 ま た 、 今 回 の 事 案 を 踏 ま え て 、 所

円 に つ い て 、 購 入 先 乙 か ら 提 出 さ れ 内 全 職 員 を 対 象 と し て 、 コ ン プ ラ イ
た 請 求 書 等 の 誤 り を 乙 に 修 正 依 頼 し ア ン ス 研 修 会 及 び 臨 時 の 財 務 事 務 に
た ま ま 、 そ の 後 の 処 理 を 失 念 し 、 支 関 す る 研 修 会 を 実 施 し ま し た 。
払 手 続 を 行 っ て い な い 。 今 後 は 、 組 織 的 な 牽 制 体 制 の 強 化

けん

「 是 正 、 留 意 ・ 改 善 の 意 見 」 及 び 職 員 の 意 識 改 革 を 図 る た め 、 以
事 務 の 執 行 に 当 た っ て は 、 職 員 の 意 識 下 の と お り 再 発 防 止 に 努 め る と 同 時

改 革 を 図 っ た 上 で 、 組 織 内 の 情 報 共 有 及 に 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 切 な 事 務 処
び チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る と と も に 、 関 理 を 行 っ て ま い り ま す 。
係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。 ⑴ 決裁権者等が、契約、履行確認、

支出等の決裁に際し、その妥当性、
根 拠 、 事 務 処 理 の 進 め 方 等 に つ い
て 、 そ の 都 度 、 確 認 ・ 指 導 を 行 う
こ と に よ り 、 各 担 当 者 と 決 裁 権 者
等 の 間 で 業 務 の 進 行 状 況 を 相 互 に
確 認 し 、 牽 制 機 能 の 実 効 性 を 高 め

けん

る 。
⑵ 業 者 へ 業 務 を 発 注 す る 場 合 、 事
務 所 所 定 の 様 式 に よ り 、 事 前 に 決
裁 を 受 け る こ と を 徹 底 す る 。
ま た 、 当 該 様 式 に 、 履 行 ・ 支 払

の 確 認 を 行 う 欄 を 設 け 、 財 務 執 行
上 必 要 な 事 務 処 理 に 漏 れ が な い こ
と を 複 数 の 職 員 で 確 認 す る こ と に
よ り 、 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る 。

⑶ 発 注 状 況 、 請 求 状 況 等 の 共 有 一
覧 表 に つ い て 、 担 当 課 員 全 員 で の
確 認 を 再 度 徹 底 し た ほ か 、 週 に 一
度 、 定 例 の 打 合 せ の 際 に 、 当 該 一
覧 表 に よ り 進 捗 状 況 を 周 知 し 、 所
内 の 各 管 理 職 が チ ェ ッ ク を 行 う 。

⑷ 定 期 的 に 、 所 内 全 職 員 を 対 象 と
し て 、 財 務 事 務 に 関 す る 研 修 会 を
開 催 し 、 職 員 の 資 質 向 上 と 意 識 改
革 を 図 る 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 ２ 号
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平 成 31年 ２ 月 19日 監 査 公 表 第 １ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 12項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 か ら 次 の と
お り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

令 和 元 年 ５ 月 10日
福 島 県 監 査 委 員 長 尾 ト モ 子
福 島 県 監 査 委 員 古 市 三 久
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 ● 家 惣 一 郎

3 0 教 財 第 1 0 9 2 号
平 成 31年 ３ 月 28日

福 島 県 監 査 委 員 長 尾 ト モ 子
福 島 県 監 査 委 員 古 市 三 久

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 ● 家 惣 一 郎

福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 鈴 木 淳 一 □印
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

平 成 31年 ２ 月 ４ 日 付 け 30福 監 第 259号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 12項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。

（ 別 紙 ）
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て

監 査 対 象 機 関 相 馬 東 高 等 学 校
監 査 対 象 年 度 平 成 29年 度
監 査 実 施 年 月 日 平 成 30年 12月 21日

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
高 等 学 校 等 就 学 支 援 金 の 受 給 資 格 認 定 平 成 29年 ７ 月 27日 ま で に 当 該 保 護 者 に

に お け る 支 給 要 件 の 確 認 事 務 に 適 正 を 欠 経 緯 を 説 明 の 上 、 謝 罪 を 行 い 、 平 成 29年
き 、 授 業 料 を 誤 っ て 徴 収 し て い る も の が ９月29日までに誤って徴収した授業料138,600
あ る 。 円 を 返 還 し ま し た 。
「 事 実 」 今 後 、 高 等 学 校 等 就 学 支 援 金 の 受 給 資
高 等 学 校 等 就 学 支 援 金 の 受 給 資 格 認 定 格 認 定 に お け る 支 給 要 件 の 確 認 に つ い て

の た め の 支 給 要 件 の 確 認 事 務 に お い て 、 は 、 チ ェ ッ ク リ ス ト を 作 成 し 、 減 免 後 の
本 来 、 減 免 後 の 市 町 村 民 税 所 得 割 額 で 受 市 町 村 民 税 所 得 割 額 の 見 落 と し が な い よ
給 資 格 を 確 認 す べ き と こ ろ 、 当 該 額 の 記 う 十 分 に 注 意 す る と と も に 、 管 理 職 等 に
載 を 見 落 と し 、 減 免 前 の 市 町 村 民 税 所 得 よ る 確 認 の 徹 底 を 図 る こ と に よ り 、 再 発
割 額 で 確 認 し た た め 、 受 給 資 格 が 不 認 定 防 止 に 努 め て ま い り ま す 。
と さ れ た 。 そ の 結 果 、 平 成 27年 度 入 学 の ま た 、 授 業 料 の 調 定 事 務 に お い て も 、
生 徒 １ 名 に つ い て は 平 成 28年 ７ 月 か ら 平 複 数 職 員 に よ る 確 認 を 徹 底 し 、 関 係 規 程
成 29年 ６ 月 ま で の 12か 月 分 計 118 , 800円 、 に 基 づ き 適 正 な 事 務 処 理 を 行 っ て ま い り
平 成 29年 度 入 学 の 生 徒 １ 名 に つ い て は 平 ま す 。
成 29年 ４ 月及び５月分の計 19,800円 を 誤 っ
て 徴 収 し た 。
な お 、 当 該 事 実 が 判 明 し た 後 、 平 成 29

年９月に過徴収となっていた授業料計138,600
円 を 全 額 返 還 し て い る 。
「 是 正 、 留 意 ・ 改 善 の 意 見 」
高 等 学 校 等 就 学 支 援 金 の 受 給 資 格 認 定

に お け る 支 給 要 件 の 確 認 事 務 及 び そ れ に
伴 う 授 業 料 の 調 定 事 務 に つ い て は 、 関 係
規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。

（ 監 査 総 務 課 ）

��
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